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企画競争実施の公示 
 
令和８年２月１２日 
 
                      近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 
                            富本 和也 
 
 次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 
 
 
１．業務概要 
(1)業 務 名   Ｒ８姫路管内河川関係広報検討他業務 
(2)業務内容   

本業務は、令和８年５月下旬に開催を予定している、加古川滝野地区での河川改修
事業完成に伴う催事開催の運営補助を行うほか、加古川・揖保川における事業説明
用動画作成を目的とする業務である。 

(3)履行期限  令和９年２月１６日 
 
２．企画競争参加資格要件 
(1) 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該

当しない者であること。 
(2) 令和７・８・９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

近畿地域の競争参加資格を有すること。 
  
(3) 企画提案書等の受領期限の日から見積の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名

停止を受けていないこと。 
(4) 技術者等に関する要件  

配置予定技術者のうち主たる担当者については、下記に示される同種又は類似業務

等について、平成２８年度以降に完了した業務（令和７年度完了予定の業務も含む）

（再委託による業務の実績は含まない）において１件以上の実績を有すること。 

同種業務：国の機関、都道府県、政令市、特殊法人等が発注した河川（ダム・砂防

・海岸含む）の完成式典に関する業務 

類似業務：公共事業の広報に関する業務 

 
(5) 業務実績に関する要件 

下記に示される同種又は類似業務等について、平成２８年度以降に完了した業務

（令和７年度完了予定の業務も含む）（再委託による業務の実績は含まない）にお

いて１件以上の実績を有すること。 

同種業務：国の機関、都道府県、政令市、特殊法人等が発注した河川（ダム・砂防

・海岸含む）の完成式典に関する業務 
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類似業務：公共事業の広報に関する業務 

(6) 姫路河川国道事務所長から企画競争実施にかかる説明書の交付を受けた者であるこ

と。 
(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申し立てがなされている者（「競争参加者の資格に関する公示に基

づく「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」

を行った者を除く。）でないこと。 
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国

土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでな

いこと。 
 
３．手続等 
(1) 担当部局 
   〒６７０－０９４７ 兵庫県姫路市北条１－２５０ 

近畿地方整備局姫路河川国道事務所 経理課 契約係 
電話０７９－２８２－８２１５ E-mail：kkr-ekimu-51@gxb.mlit.go.jp 
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 

期間：令和８年２月１２日から令和８年３月９日までの土曜日、日曜日、祝日及び

年末年始休暇を除く毎日、９時００分から１６時００分まで 
    場所：３．(1)に同じ。 
    方法：原則として電子メールにて交付を行う。 
             電子メールに説明書交付申請書（別紙）を添付し提出すること（着信を確 

     認すること）。 
             また、電子メールの件名に「Ｒ８姫路管内河川関係広報検討他業務」を記載

すること。 
(3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法 
     期限：令和８年３月１０日正午 
    場所：３．(1)に同じ。 
    方法：原則として電子メールにより企画提案書を添付し提出すること。なお、押印

を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載する

こと。 
            また、電子メールの件名に「Ｒ８姫路管内河川関係広報検討他業務」を記載

し、着信を確認すること。 
(4) 企画提案に関するヒアリングの有無   有 
   
４．その他 
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 
(2) 関連情報を入手するための照会窓口 ３．(1)に同じ。 
(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者側の負担とする。 
(4) 提出された企画提案書は、当該提出者に無断で２次的な使用は行わない。 

mailto:kkr-ekimu-51@gxb.mlit.go.jp
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(5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を

行った提出者に対して指名停止を行うことがある。 
(6)  特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求が 

あった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 
(7)  提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであ 

るが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではな

い。 

(8) 本業務は、令和８年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件と

するものであり、予算成立の事情により本業務の入札日、開札日を変更する場合や取

りやめる場合がある。なお、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されてい

るときは全期間の契約とするが、全額計上されていないときは、本予算成立までの間

について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分等に相応する契約とする。 

(9) その他の詳細は説明書による。 
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別紙 

説明書交付申請書（兼：受領書） 
 
近畿地方整備局 
 姫路河川国道事務所長  富本 和也      宛 
 
下記件名の説明書を交付願います。 
※資料の交付を申請する場合は、本紙を<kkr-ekimu-51@gxb.mlit.go.jp >までメールで 
 送付してください。 
 
 件   名：          Ｒ８姫路管内河川関係広報検討他業務                
 
  会 社 名：                                
 
  担当者氏名：                                
 
  電 話 番 号：                                
 
 メールアドレス：                              
 
 
  ※メールにて交付資料を受領されましたら、 
 「その旨メールをご返信いただくか」または 
 「本紙に受領年月日を記入のうえメールでご返信ください」 
  
 
  受領年月日      令和    年    月    日        
 


